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はじめに

日本緩和医療学会 |よ 、米国で開発された「オンコロジス トに対する緩和ケアの教育プログラム」

(Education in Palliative and End-0「 life ca「 e―Oncology=匡 PEC-0)を 2005年から導入し、 そのため

の トレーナーズワークショップを実施してきた。しかし、この過程でEPEC-0プログラムは、米国で開発さ

れたがん治療専門医のための緩和ケアに関する基本教育プログラムであり、わが国のがん医療と緩和ケアの

実情にそぐわないなどいくつかの問題点があきらかとなつた。そこで、日本緩和医療学会は2007年から教

育研修委員会を中心に厚生労働科学研究費補助金がん臨床研究事業「がん医療の均てん化に資する緩和医療

に携わる医療従事者の育成に関する研究」班 (木澤班)および日本サイコオンコロジー学会の協力を得なが

ら、新たに「症状の評価とマネジメン トを中心とした緩和ケアのための医師の継続教育プログラム」

(Palliatlve ca「 e Emphasis prog「 am on symptom management and Assessment for Continuous

medlcal巨 ducatio∩ =PttACE)を開発した。

厚生労働省|よtがん対策推進基本計画 (平成 19年 6月 15日閣議決定)において「すべてのがん診療に携

わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことを目標として掲げた。これを

受けて、がん診療に携わるすべての医師が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、がん治療の初期段階

から緩和ケアが提供されることを目的に、これら医師に対する緩和ケアの基本的な知識等を習得するための

研修会を行うように各都道府県に厚生労働省健康局長通知「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会

の開催指針 (以下、開催指針と略)」 (平成20年4月 1日付け健発第0401016号 )わ 出`されている。

そこで日本緩和医療学会は、2008年度から厚生労働省「がん医療に携わる医師に対する緩和ケア研修等

事業」の委託を受けて、「緩和ケアおよび精神腫瘍学の基本教育に関する指導者研修会」と「がん診療に携

わる医師に対する緩和ケア研修会」を組み込んだ教育プログラムを作成し、「日本緩和医療学会PttACEプ ロ

ジェクト」として実施している。

⊂⊃本ハンドブックの使用にあたって
本八ンドブックは開催指針を踏まえつつ、実際に研修会を開催していく上で重要となる事項、工夫すべき

要点などについて記載されている。また、指導者研修会を修了した指導者が、日本緩和医療学会が受託した

厚生労働省委託事業費を活用して開催指針に従つた緩和ケア研修会を主催するための手|1贋も示した。本八ン

ドブレクには、緩和ケア研修会をこれから各地域で開催する指導者の方々ができるだけ円滑に研修会を開催

できるように、都道府県への申請から開催準備、資金の確保、研修会当日の運営、研修会終了後の報告など、

一連の流れがわかるように記載した。地域によって|よ事情が異なる場合もあるため、研修会開催にあたつて

は都道府県や共催団体と十分に協議した上でされるようお願いしたい。なお、開催指針に関する詳細な解説

等|よ厚生労働省科学研究費補助金がん臨床研究事業木澤班発行の「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア

研修会開催の手引き」も併せて参照されたい。

httpi//kan、ヘノaedu urlnin ip/handbk/index htrrll



研修会開催にあたつて

北目 ポ

厚生労働省|よ 、がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画 (平成19年6月 15日 閣議決定)において

「すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアについての基本的な知識を習得する」ことを目

標としている。こねを受けて、がん診療に携わるすべての医師が緩和ケアについての基本的な知識を習得し、

がん治療の初期段階から緩和ケアが提供されることを目的に、これら医師に対する緩和ケアの基本的な知識

等を習得するための研修会を行うように、各都道府県に「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会の

開催指針」 (平成20年4月 1日 付け健発第0401016号厚生労働省健康局長通知)(以下、開催指針という)

が出された。

∈⊃緩和ケァ研修会開催にあたつて
本八ン ドブック|よ、がん診療連携拠点病院 (以下、拠点病院という)洵 等が上記の開催指針に従つた緩和

ケア研修会 (以下、研修会という)を主催するための手順を示すもので、都道府県への申請から開催までの

大まかな流れを記載し、次に、研修会当日までの諸手続き、研修会終了後の報告などの必要事項を記載して

いる。

本八ン ドブック|よ開催指針を踏まえつつ、実際に研修会を開催 していく上で重要となる事項、工大すべき

要点などについても記載されているため参考にしていただきたい。           ´

また研修会がより効果的なものになるよう、一部開催指針よりも高い基準で記載 している部分もあるため、

開催指針を必ず確認するようお願いしたい。   ,
注)がん診療連携拠点病院が、「がん診療連携拠点病院機能強化事業費」等を活用して緩和ケア研修会を主催する場合は、

開催にあたって厚生労働省の開催指針を遵守し、不明な点については都道府県の担当部署に問い合わせをすること

が重要である。



研修会の企画

本研修会を開催することは、拠点病院等が地域でがん医療を行い、緩TElケアを提供する

上で非常に重要な位置を占める。なお、がん診療連携拠点病院は、年1回以上本研修会を

定期的に実施することが必要である。

⊂⊃緩和ケア研修会の開催指針を読む

「がん診療に携わる医師に対する緩和ケア研修会」|よ 、厚生労働省の示す「開催指針 (資料 1、 2)」 に

従つて企画・運営される必要がある。したがって、研修会キ催音仔者および研修会企画責任者となった指導

者|まt開催指針を事前に読む必要がある。

⊂⊃研修会の種類 (型)を確認する

都道府県によって「一般型研修会」注l)ぉょび「単位型研1彦会」注のぃずれかで研修会を開催することがあら

かじめ決められている。研修会の企画責任者|よ事前に都道府県に問い合わせて、実施する研修会の種類 (型 )

を確認する必要がある6

注1)「一般型研修会」 :同一の主催者により、同一の参加者に対して2日 間以上で行われるもの。

注2)「単位型研修会」 :同一あるいは異なる主催者により、異なる参加者に対して単位制で必要な単位を取得させるた

めに行われるもの。

⊂∋研修会の実行組織をつくる
施設長 (病院長など)および事務担当者と相談し、研修会開催に伴う実行組織 (受付・事務担当者、広報

担当者など)を施設内で整える。

⊂D都道府県のがん対策担当者と連絡をとる

各都道府県の担当者と話し合い、県および国への届け出、必要書類、日程等について相談する。

拠点病院等に緩和ケアチーム、緩和ケア病棟等の緩和ケア担当の部門がある場合には、その部門との話し

合いで、研修会スタッフや日程の調整を行うことが望ましい。

また、開催場所は院外で行うことが望ましい (参加者が途中で呼ばれたりすることが少ないため)が、院

内で行う場合はPHSを受付で預かる等、参カロ者が集中して参加できるよう配慮が必要である。



ED開催日と開催規模t開催場所、対象者を決める

開催指針に従つたプログラムは12時間以上の構成になるため、研修会は2日 間以上にわたる。開催日の選

定にあたつては、参加する対象者 (開催する施設内の医師なのか、施設外の医師も含んでいるの力＼診療所の医

師がいるかなど)の利便性と実施主体である病院等の事情を勘案して行う。例えば、土日開催の場合、土曜

日|ま午後から夜間にかけて開催する、2週にわたり日日開催とするなど、事情に応じての配慮が重要である。

⊂D研修会開催に必要なスタッフを選ぶ

1.研修会主催責任者

研修会を主催する責任者。例えば、病院長、医師会長など施設長や団体の責任者 (日本緩和医療学会の場

合は理事長)がこれに相当する。研修会企画責任者が主催責任者を兼ねることもできる。

2.研修会企画責任者

研修会の企画、運営、進行および教育を行う責任者

・企画責任者となる者は、以下の3条件のいずれかを満たすこと

|)国立がんセンター主催「緩和ケアの基本教育のための都道府県指導者研修会」修了者

ii)日本緩和医療学会主催「緩和ケアの基本教育に関する指導者研修会」修了者

|||)又 |よ これらと同等以上の能力を有する者
・指導者研修会修了者および学会推薦者リス トは、以下の日本緩和医療学会PEACEプ ロジェク トのホームベージを

参考にされたい

httpプソヽ印ハvispm― peace ip/authdnistk html

3.研修会協力者

・研修会の企画・運営・進行および講義等の教育研修に協力する講師やファシリテーター

・参加者6～ 10名当たり]名程度以上必要となる注0

・研修会協力者となる条件は、以下の条件を満たすことが望ましい渤

研修会主催責任者が研修会に協力する能力を有すると判断した者。ただし、精神症状に対する緩和ケ

アやコミュニケーションの講義や演習を行う場合には、国立がんセンター主催の「精神腫瘍学の基本

教育のための都道府県指導者研修会」修了者、又はこれらと同等以上の能力を有する者であることが

望まししヽ

注3)研修会協力者の人数

・ファシリテーターは、研修会の参加者6～ 10人当たり1人以上配置できる人数で、精神腫瘍学の「指導者研修会」

修了者を最低1人以上含むことが望ましい

注4)研修会協力者

・精神症状に対する緩和ケアやコミュニケーションの講義や演習を行う場合、日本緩和医療学会もしくは国立がん

センター主催の精神腫瘍学の「指導者研修会J修了者、又は これらと同等以上の能力を有する者として日本サイ

コオンコロジー学会から推薦を受けていることが望ましい
。日本サイコオンコロジー学会からの推薦者リストは、以下の日本サイコオンコロジT学会のホームページを参考

にされたい

httDソ フ`いいハv ioos― societV.ora/ioosiecturer html

・指導者研修会修了者および学会推薦者 リス トは、以下の日本緩和医療学会PEACEプロジェク トのホームベージを

参考にされたい

httpν 7ヽハ
～
、ハ′.ispm_peace.lp7authd‖ bt k htmi
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⊂⊃研修会のプログラムを組む
研修会のプログラムは、厚生労働省の開催指針で定める「緩和ケア研修会標準プログラム」(資料2)に準

拠している必要がある。

緩和ケア研修会標準プログラムのポイント (条件)

【一般型研修会】

①研修時間は全体で12時間以上、2日以上にわたること (研修会開催日は連日でなくてもよい)

② プレテストとその解説を行うこと

③ アイスブレーキングの時間を設けること

④ がん性疼痛の講義は、基礎、WHO方式について、治療法を含むこと

⑤ ④と別にがん性疼痛のワークショップを180分以上行うこと

(疼痛症例のグループ討議+オピオイド処方時の患者説明の□―ルプレイ)

⑥ 呼吸困難の講義、消化器症状の講義を含むこと

⑦ 精神症状 (不安 抑うつ・せん妄)の講義を行うこと

③ コミュニケーションの講義を行うこと

⑨ コミュニケーションの           上行うこと

(bad newsの伝え方のグループ討議+同□―ルプレイ)

⑩ワークシヨップ (疼痛・コミュニケーション)は、原則として6～ 10名 1程度のグルTプに分かれる

こと

① 地域の状況をぶ、まえつつ、以下の内容を含むこと

1)全人的な緩和ケアの要点

2)放射線 神経ブロックの適応、専門的緩和ケアヘの依頼の要点

3)療養場所の選択と地域連携

4)在宅における緩和ケア

※ワークショップ以外の請義には時間の条件設定がないが、概ね単位型の 〔1単位=90分以上〕

の時間設定に沿うのがよいと思われる。

【単位型研修会】

①l単位=90分以上、8単位以上の研修にて修了とみなす

②プレテストとその解説を行うこと

③アイスブレーキングの時間を設けること

④ がん性疼痛の講義|よ、基礎、WHO方式について05単位 (45分 )・ 治療法について05単位 (45

分Lを含むこと

⑤ ④と別にがん性疼痛のワークシヨップを2単位 (180分)以上行うこと

(疼痛症例のグループ討議+オピオイド処方時の患者説明の□―ルプレイ)

⑥ 呼吸困難の講義及び消化器症状の講義05単位 (45分)を含むこと

⑦ 精神症状 (不安・抑うつ・せん妄)の講義05単位 (45分)を行うこと

③ コミュニケーシ∃ンの講義とワニクショップ (bad newsの 伝え方のグループ討議十同□―ルプレ



イ)を合わせて2単位 (180分)以上行うこと、この2単位は同じ日にすること

③ ワークショップ (疼痛 コミュニケーション)は、原貝」として6～ 10名程度のグループに分かれ

ること

⑩ 地域の状況を踏まえつつ、以下の内容を含むこと

1)全人的な緩和ケアの要点

2)放射線・神経ブロックの適応、専門的緩和ケアヘの依頼の要点

3)療養場所の選択と地域連携

4)在宅における緩和ケア

以上の開催指針に準拠した研修会プログラムのパッケージとして、「厚生労働科学研究費補助金がん臨床

研究事業 がん医療の均てん化に資する緩和医療に携わる医療従事者の育成に関する研究」班、日本緩和医療

学会、日本サイコオンコロジー学会が合同で作成した教育プログラム (PEAC巨)が作成されている。

艤鐵錮鰤鐵 一般型研修会 上記条件をもとに以下の時間配分でプログラムを組んでいる。

・ブレテス ト

・緩和ケア研修会の開催にあたつて十緩和ケア概論

:がん性疼痛の評価と治療    ■

・アイスブレーキング         .
・がん性疼痛事例検討 (グループディスカッシヨン)

・ オピオイ ドを開始するとき (El‐ルプレイ)

・呼吸器症状          |   ‐ |
消化器症状           ‐ ‐

:精神症状 |            ‐  ‐

・コミュニケ=シ ∃ン (□■ルプレイ)  .|
・コミュニケーション (講義)      .
・療養■治療の場の選択と地域連携   |
・ふりかえりとポストテスト          ‐

20分

60分

90分

20分

90分

90分

45分

45分

90分

120分

60分

‐60分

20分

※
　
※
　
※

総講義時間 780分 (+テス ト40分 )

資料46、 47参照

PEACEプログラムで提示されているものは一般型のプログラムのみである。

前述の条件内であれば内容や時間配分は企画責任者が変更してもよい。

資料4-6、 4-7に一般型の、CD―ROMの資料9に単位型のプログラム例を添付してあるので参照のこと。



研修会開催までの大まかな流れ

一般型研修会 単位型研修会渕

事
前
準
備

口緩和ケア研修会運営チェックリストを用しヽて準備をはじ

める (資料7)

コ都道府県は、プログラムの組み合わせや単位の割付、単

位型研修会の開催スケジュール等に関する案を作成し、

開催指針準拠チェックリスト (資料3)を用いて自己チ

ェックを行い、そのチェックリストとともに厚生労働

省がん対策推進室まで提出のうえ、「緩和ケア研修会標

準プログラム」に準拠しているか確認を得る

２
か
月
前

■研修会主催責任者が都道府県がん対策担当課に以下の

書類を提出
・確認依頼書 (様式2)(資料4‐ 1)および開催指針準拠

チェックリスト (資料3)

主催者、共催および後援者

開催日および実質的な研修時間

開催地、実施担当者

参加予定数と小グループの人数 等
・実施担当者一覧および略歴 (資料43、 44)
研修会実施担当者の所属、氏名、経歴 (職歴、緩和

ケアの経験、指導者研修会受講歴等)

セッションの担当を列記
・研1ら会進行表 (資料45、 46、 47)
緩和ケア研修会進行表 (研修時間がわかるプログラム)

確認依頼書を提出する際にブログラムが開催指針に

準拠しているかどうかを確認するため開催指針準拠

チェックリスト (資料3)を用いて自己チェックを行

い、そのチエックリストとともに提出すること
■修了証書

修了証書の発行については資料6-1を読んでおく

口研修会主催責任者が都道府県がん対策担当課に以下の

書類を提出

・確認依頼書 (様式3)(資料42)
主催者、共催および後援者

開催日および実質的な研修時間

開催地、実施担当者

参加予定数と小グループの人数 等
・実施担当者一覧

研修会実施担当者の所属、氏名、経歴 (職歴、緩和

ケアの経験、指導者研修会受講歴等)

各ブログラムの講義 進行担当者を列記
・研修会進行表

緩和ケア研修会進行表 (硼彦時間がわかるプログラム)

■都道府県がん対策担当課が「緩和ケア研修会標準プロ

グラム」に準拠していることを確認
■研修会主催責任者に、標準プログラムに準拠している旨、

都道府県から連絡が入る

■修了証書

修了証書の発行については資料6-2を読んでおく

１
か
月
前

口都道府県がん対策担当課が「緩和ケア研修会標準プロ

グラム」に準拠していることを確認
■都道府県が関係書類を厚生労働省r」

iん対策推進室に提出
●がん対策推進室が「緩和ケア研修会標準プログラム」

に準拠していることを確認
■研修会主催責任者に、標準プログラムに準拠している旨、

都道府県を通じてがん対策推進室から連絡が入る

２
週
間
前

■参加者の氏名、緩和ケア研修会の名称などが記載され、

酬多会主催買任者の印も押された修了証書 (資料63)、

定められた様式に従った参加予定者名簿 (資料51)を
都道府県を通じてがん対策推進室に提出

開
催
ま
で

■がん対策推進室から都道府県を通じて、健康局長印を

押印した修了証書が研修会主催責任者に返却される
■研修会終了後、修了した者に対して修了証書を交付、

不参加、未修了者には修了証書は交付しない

■開催前日までに都道府県に参加者名簿を提出しておく (事

後承諾Iま認められない)

開
催
後

●研修会主催責任者は、研修会終了後、次の項目を含む

一般型緩和ケア研修会報告書を、都道府県を通じてが

ん対策推進室へ提出

研修会の名称

主催者 :共催者 後援者等の名称

開催日および開催地

研修会主催責任者、研修会企画責任者、研修会協力

者の氏名 所属

修了者の人数、氏名 所属 (氏名を公開することの

本人の同意の有無も含む)

●定められた様式に従つた修了者名簿 (資料5‐2)を電子

媒体で提出
■交付しなかつた修了証書を、参加予定者名簿の備考欄

に「未修了」と記載したものとともに提出

■研修会主催責任者は、研修会終了後、次の項目を含む

単位型緩和ケア研修会報告書を都道府県へ提出

研修会の名称

主催者 共催者 後援者等の名称

開催日および開催地

研修会主催責任者、研修会企画責任者、研修会協力

者の氏名 所属
‐各単位型研修会の修了者の人数、氏名・所属 (氏名

を公開することの本人の同意の有無も含む)

■都道府県が定めるすべての単位を修了した医師は、都

道府県に申請
口都道府県が、厚生労働省健康局長印を押印した修了証

書を発行する手続きを行い、修了者に修了証書を交付

注)単位型研修会の運営チェックリスト、資料等はCD‐ ROMの資料9に2県の開催資料があるので参照されたい。



一般型研修会 単位型研修会

２
か
月
前
ま
で
　
　
１
か
月
前
ま
で

厚生労働省による確認

がん対策推進室→都道府県がん対策担当課
→研修会主催責任者

標準プログラムに準拠の確認と連絡あり

修了証書の提出:

研修会主催責任者→都道府県がん対策担当課
→がん対策推進室

厚生労働省健康局長EDが押印される

晰

褥
||‐ |‐ |‐ 都道府県への報告 |||‐ |

研修会終了後、研修会報告書を提出

研修会主催責任者→都道府県がん対策担当課

蝙
修了証書の申請●交付

全ての単位を修了した者は都道府県に申請

都道府県が、厚生労働省健康局長印を押 Eβ した

修了証書を発行する手続きを行う

都道府県が直接、修了者に交付

*研修会修了者名簿は電子メールでも提出

プログラム :スケジユール案の提出

都道府県がん対策担当課→がん対策推進室

開催指針準拠チェックリスト (資料3)を用いて

都道府県担当課がチェックを行つた上でチェック

リス トとともに提出する
→標準プログラムに準拠しているわ`確認をする

研修会主催責任者→都道府県がん対策担当課

①確認依頼書 (様式2).②実施担当者一覧

③研修会進行表 (タイムテーブル)

都道府県がん対策担当課→がん対策推進室

開催指針準拠チェックリスト (資料3)を用いて

都道府県担当課がチェックを行つた上でチェック

リストとともに提出する
→標準プログラムに準拠しているか確認をする

晰

研修会主催責任者→都道府県がん対策担当課

①確認依頼書 (様式3)②実施担当者一覧

③研修会進行表 (タイムテーブル)

都道府県がん対策担当課→研修会主催責任者

標準プログラムに準拠の確認と連絡あり

研修会主催責任者■都道府県がん対策担当課

参加者名簿を確認し報告

がん対策推進室→都道府県がん対策担当課

→研修会主催責任者

研修会修了者に交付、退席 欠席者の分は、

研修会報告書とともに提出

研修会主催責任者→都道府県がん対策担当課
→がん対策推進室

*研修会修了者名簿は電子メールでも提出



研修会の準備と運営

⊂⊃研修会の募集を開始する
2か月前までに|よ研修会の参加者募集を開始するのが望ましい。具体的には、資料8-1、 8‐2、 8-3、 8-4を

参考に、医師会報、病院の地域連携室等を通じての広報、ポスター掲示、医局会での周知等の方法を用いて募

集する。

∈Dフアシリテーターマニュアルを作成。共有する
研修会企画責任者は研修会協力者と協働して、会場準備、スケジュール、各セッシ∃ンでのフアシリテー

ターの動き等を含んだ “フアシリテニターマニュアル"を
作成することが望ましい。そして、関係する研修

会スタッフはファシリテーターマニユアルを共有する6フ アシリテーターマニュアルのひな形は付属のCD‐

ROMの参考資料として収載されている。

∈⊃事前ミーティングを行う
研修会前日もしくは当日の午前 (午後開始の場合)にファシリテーターの顔合わせと、スケジュールの確

認、『マイクロティーチング』わを兼ねたミーティングを行うことが望ましい。

注)マ イクロティーチングとは教え方を学ぶ方法である。少人数で順番に短時間の講義とフィードバックを繰り返し、

ファシリテーターが自分と他者の講義を振り返りながら、講義、プレゼンテーション、ファシリテー トのスキルア

ップを行うもの。教える技術の向上だけではなく、学習者心理を経験し、フィー ドバック法を学ぶ機会となるため、

教育指導者育成に広く用いられている。実際には、研修会当日に行うレクチャーやグループワークの練習とブラッ

シュアップ、フィー ドバックの場として利用する。

廼D会場準備
1.会場の下見

・部屋の広さや位置を確認しておく。

・受付の場所や休憩場所、クローク、 トイレの数、昼食等をとれる食堂、喫煙が可能な場所 (あれば)な

ど、施設を確認しておく。

2.研修会で必要とされる物品のリス トを参考として提示する

ロスクリニン ロホワイトボード 黒板 ロマイク ロパソコン ロプロジェクター ロポインター

ロワイヤレスマウス ロ∪SBメモリ ロプリンタ・用紙 □電源延長コード ロ参カロ者テキスト

ロネームタグ ロその他資料 (グループ分け、プレテスト、アンケート、事例プリント、□―ルプレイ

シナリオなど) □参加者名簿 (受付) □貼り紙 □修了証書 (医師用、コメディカル用)

ロアンケート回収箱 ロキッチンタイマーまたはストップウォッチ ロ模造紙・マジツク (グループワ

ーク用) □釣銭 ロデジカメ ロゴミ袋 □文具 (ベン、メモ、八サミ、セロテープ、ガムテープ、



電卓など) □講師謝礼・交通費

⊂D準備と運営のポイント
・スモールグループのグループ分けの際には、地域、施設、職種に配慮する。

・事前に機器の動作確認 (特にブレゼンテーシ∃ン投影機器、音声、マイク、D∨D再生など)も忘れずに

確認しておく。

・研修会企画責任者は、研修会中は研修会協力者 (フ ァシリテーター)と連絡をとりあい、時間配分など

全体の進行に配慮する。

・研修会参カロ者からのクレーム対応の担当者を決めておく。

・記録係を決めて、研修会当日に内容や運営方法で気づいたことや、質疑応答などを記録しておくと、研

修会の振り返りの際に役に立つ。

・ファシリテーター (企画責任者と研修会協力者など)間で、緊急連絡先 (携帯電話の番号など)を確認

しておくと、研修会当日などの連絡で役に立つ。

⊂D困つた時には
・まずは、よくある質問 (巻末)をよく読み、理解を深める。

・それでも不明な時に|よ、都道府県がん対策担当課、および厚生労働省がん対策推進室に問い合わせする

とよい。


